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地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの第三期中期目標期間終了時における 

業務及び組織全般の検討について（案） 

 

地方独立行政法人法（以下「法」という。）第３０条では、設立団体の長は、中期目

標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った

ときは、中期目標の期間の終了時までに、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り

方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行うことが規定されている。 

これまでも、各事業年度の業務の実績に関する評価や、次期中期目標の策定に向けた

検討の中で、法人の業務及び組織の全般についても検討を行ってきたところであるが、

令和４年度に地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター（以下「法人」という。）

の第三期中期目標期間（平成３０年４月１日から令和５年３月３１日まで）の最終年度

を迎えるに当たり、「今後の法人の業務の継続の必要性」という観点から、下記のとお

り検討結果を取りまとめる。 

 

記 

 

第１ 第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価 

１ 業務実績評価の概要 

  法人は、知事により、法第２８条第１項第２号に規定する第三期中期目標の期間 

の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を受けてい

る。評価は、法人が提出する業務実績報告書等に基づき、「全体評価」「項目別評

価」により実施されている。 

 

（１）全体評価の概要 

全体評価は、項目別評価を踏まえつつ、法人の中期計画の達成状況全体について

記述式で評価しており、見込評価では第三期中期計画の４年目までの実施状況から

見て、「中期目標の達成に向け、優れた業務の達成状況にある。」と評価されてい

る。 

主な総評は以下のとおりである。 

・病院部門については、三つの重点医療（血管病、高齢者がん、認知症）において高度 

な技術を活用した鑑別診断や低侵襲な治療の提供、高齢者の特性に合わせた医療の提供

に努め、高齢者の急性期医療を担う病院としての役割を果たした。 

・研究部門については、病院と研究所を一体的に運営する法人の特長を生かした研究を 

進め、新たな治療法等の開発への活用が期待される成果を上げるとともに、高齢者の地 

域生活への支援に資する様々な研究に取り組み、成果を普及・還元した。 

 令和２年度には「認知症未来社会創造センター（IRIDE）」及び「フレイル予防センタ 
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ー」を立ち上げ、認知症やフレイル予防に取り組むとともに、令和４年度からは新たに 

「高齢者の健康づくりに資するスマートウォッチ等デジタル機器活用事業」を開始した。 

・平成３０年度に研究支援組織「健康長寿イノベーションセンター（HAIC）」を立ち上げ 

るなど研究基盤を強化し、特許新規申請件数や外部獲得資金額を大幅に増加させるなど

の成果を得た。 

・令和２年度、３年度の新型コロナウイルス感染症の流行下において、地方独立行政法

人として機動的な経営判断や弾力的な予算執行をより一層推進し、公的医療機関として

都の施策に貢献した。 

・地域における専門人材の育成の充実の他、地方独立行政法人として効率的・効果的な

業務の推進、医業収支の改善に向けた取組が引き続き求められる。 

 

（２）項目別評価の概要 

     項目別評価は、「高齢者の特性に配慮した医療の確立・提供と普及」「高齢者の

健康長寿と生活の質の向上を目指す研究」「医療と研究とが一体となった取組の推

進」「業務運営の改善及び効率化に関する事項」などの分野における、各年度計画

の項目計２０項目について、事業の進捗状況・成果を以下の５段階で評価している。 

 

評 

定 

Ｓ・・・中期目標の達成状況が極めて良好である 

Ａ・・・中期目標の達成状況が良好である 

Ｂ・・・中期目標の達成状況が概ね良好である 

Ｃ・・・中期目標の達成状況がやや不十分である 

Ｄ・・・中期目標の達成状況が不十分であり、法人の業務、組織等に見直しが 

必要である 

※「地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの評価に関する基準」より 

   第三期中期目標期間の主な取組実績及びその評定については、別紙「第三期中期

目標期間における項目別評価結果及び主な取組実績」のとおりであり、各項目とも

評定「Ｂ」以上の評価を得ている。 

（３）第四期中期目標期間の事業運営に向けた主な意見 

第四期の事業運営に向けた主な意見は次のとおりである。 

・これまで培ってきた知見や病院と研究所とが一体となった法人の強みを生かした

取組の推進、及び都民・社会への還元を期待する。 

  ・地域連携を一層推進するとともに、地域における専門人材の育成に寄与すること 

を期待する。 

・自律的な法人運営の基礎となる経営基盤の確立を目指し、更なる収支改善に取り 

組むことを求める。 
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第２ 法人の業務及び組織の必要性・有効性、運営形態の適切性等について 

１ 法人の業務及び組織の必要性・有効性 

東京都は、「高齢者のための高度専門医療及び研究を行い、都における高齢者医

療及び研究の拠点として、その成果及び知見を広く社会に発信する機能を発揮し、

もって都内の高齢者の健康の維持及び増進に寄与すること」を目的として、平成２

１年度に法人を設立した。 

改めて都の状況を見ると、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年（令和７年）

には高齢化率は２３．０％、団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年（令和２

２年）には２７．８％となり、都民の約４人に１人が高齢者となると予測されるな

ど、高齢化が急速に進展している。 

また、高齢者は、複数疾患やフレイルなどの老年症候群、生活機能障害を有する

ことが多いため、求められる高齢者医療・医学の在り方は、従来の臓器機能の維持・

回復を目指した「治す医療」から、生活機能の維持・回復も目指した「治し支える

医療」へと変化してきた。 

こうした高齢化の進展や医療需要を踏まえるとともに、法人の主な業務実績を以

下に記し、法人の業務及び組織の必要性・有効性について検証する。 

 

病院部門においては、難易度の高い鑑別診断や低侵襲な治療を提供するなど、重

点医療を始めとする高齢者の特性に配慮した医療の提供を行った。また、従来から

実施している高齢者総合機能評価（ＣＧＡ）に加えてフレイル評価も行い、その結

果に基づき、入院時から退院を視野に入れた治療の提供と適切な退院支援を行うな

ど、高齢者医療の専門病院として、生活の質を重視した医療の提供に取り組んでい

る。 

また、多職種連携によるチーム医療の取組により生活機能の維持・向上を目指し

た支援を着実に実施するなど「治し支える医療」を通じて、高齢者医療モデルの確

立に取り組むとともに、自治体や医療従事者等に対する講義や研修、学会発表や各

種取材等を通じて、その普及に努めた。 

更に、新型コロナウイルス感染症の流行下において、地域の関係機関との連携体

制を確保し、病床の一部を休止しながらも、積極的に患者の受入れを行うとともに、 

  宿泊療養施設やワクチン大規模接種会場等への看護師等の派遣など、公的医療機関 

として都の施策に貢献した。 

 

研究部門においては、老化メカニズムや高齢者に特有な疾患、高齢者の社会参加

など、多様な分野にわたる研究を推進し、高齢者を取り巻く課題に総合的に取り組

むとともに、研究支援組織「健康長寿イノベーションセンター（ＨＡＩＣ）」を立ち

上げ、研究推進のための基盤を強化し、多機関との共同研究を推進するとともに、
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特許新規申請件数や外部獲得資金の増加につなげた。 

主な研究成果の例としては、世界で初めて、膵臓がん細胞の増殖・浸潤を抑えて

老化を誘導するメカニズムを明らかにしたことや、ホルモン療法が効かなくなった

乳がん及び前立腺がんに対する新しい治療薬候補を発見したことが挙げられる。こ

れにより、難治性の膵臓がんや、乳がん及び前立腺がんの新たな治療法の開発が期

待される。また、大都市における認知症支援体制モデルの構築に取り組み、研究成

果を「認知症とともに暮らせる社会に向けて―地域づくりの手引き―」を発行する

など、研究成果の普及・還元を図った。 

さらに、病院と研究が一体となった取組を推進するため、ＨＡＩＣを中心とした

産学官連携による共同研究や、東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合

（ＴＯＢＩＲＡ）と連携しトランスレーショナルリサーチの推進に取り組むほか、

令和２年度には認知症未来社会創造センター（ＩＲＩＤＥ）及びフレイル予防セン

ターを立ち上げた。認知症未来社会創造センターにおいては、これまで法人が培っ

た臨床・研究データや知見を活用し、大学や研究機関、企業に広く公開することで

創薬等につなげるための「ＴＯＫＹＯ健康長寿データベース」の構築や、診断が難

しい軽度認知障害などについて医師の診断を補助するためのＡＩ認知症診断システ

ムの構築など、令和６年度の実用化に向け取組を推進している。フレイル予防セン

ターにおいては、自治体や医療従事者等と連携し、介護予防・フレイル予防の普及

啓発や人材育成を促進している。 

令和４年度からは、高齢者の健康づくりに資するスマートウォッチ等デジタル機

器活用事業を開始し、東京都や自治体と連携し、高齢者のバイタルや身体活動量を

計測できるスマートウォッチ等を用いながら、健康状態の把握や病気の予兆を察知

できるアプリの開発等に繋げる取組を進めている。 

 

これらの取組は、第１で記したとおり、知事による業務実績評価においても「中

期目標の達成に向け、優れた業務の達成状況にある。」と評価されている。 

したがって、法人による病院と研究所が一体となった組織の運営は、その目標達

成のために有効に機能しており、引き続き高齢者の健康増進、健康長寿の実現に向

け、これらの取組を行っていく必要がある。 

 

２ 当該事業の運営形態としての法人の適切性 

  地方独立行政法人は、公共性が高い事業であって、民間に委ねた場合には実施さ

れないおそれのある事業を効率的・効果的に行わせることを目的に、地方公共団体

が設立する法人である。以下では、地方独立行政法人制度の観点から、運営形態と

しての法人の適切性について検証する。 
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法人においては、新型コロナウイルス感染症への対応において、地方独立法人の

特性を活かし、機動的かつ弾力的な予算執行によりＰＣＲ検査体制等を迅速に整備

し、重症患者等の受入れを行うとともに、宿泊療養施設等へ職員を派遣するなど、

公的医療機関としての役割を果たしたことは、前述のとおりである。 

また、医師事務作業補助者の積極的な活用により医師の事務負担軽減等に取り組

むなど、業務内容に応じた弾力的かつ効率的な人員体制を確保し、法人の裁量と責

任に基づく自律的な事業運営を実現している。 

財政運営の面では、病院部門において、診療報酬改定に伴うクリニカルパスの見 

直しや救急患者の積極的な受入れ、病床の一元管理等により、病床利用率の向上を

図り、安定的な収入確保に努めた。また、保健指導の専門家との連携によりＤＰＣ

データの分析を強化することで、保健請求における査定や請求漏れをなくすよう尽

力した。新型コロナウイルス感染症の影響により、入院・外来ともに患者数は減少

したものの、救急患者を積極的に受け入れるなど、単価（入院・外来）を着実に伸

ばしている。 

研究部門においては、競争的資金への応募や共同研究・受託研究を推進し、外部

研究資金の積極的な獲得に努め、令和２年度以降、年間10億円を超える資金を獲得

している。  

費用については、診療材料及び医薬品について、ベンチマークシステムの活用し、 

価格交渉等により費用の抑制に努めた他、大型委託契約の見直し等により委託費の 

コスト管理を推進するなど、不断の見直しを行っている。 

 

医業収入の確保等に課題はあるものの、これらの取組は第１で掲げた知事による 

業務実績評価においても評価されており、引き続き地方独立行政法人としての自律

性を発揮し、より効率的・効果的に業務を推進していくことが適切である。 

 

〔第三期中期目標期間中の指標の推移〕 

  平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

平均在院日数 12.9日 12.4日 12.4日 11.8日 

病床利用率 87.2％ 83.0% 70.4% 72.1% 

延べ入院患者数 175,011人 167,020人 141,327人 144,738人 

入院単価 55,748円 57,319円 61,844円 66,881円 

延べ外来患者数 235,249人 230,199人 205,600人 217,026人 

外来単価 12,577円 12,826円 14,021円 15,749円 

救急患者受入数 9,782人 9,667人 8,683人 10,339人 

入院患者満足度 91％ 89％ 90％ 89％ 

外来患者満足度 81％ 83％ 87％ ― 
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  平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

競争的外部資金獲得

金額（※1） 
771百万円 760百万円 859百万円 844百万円 

競争的外部資金獲得

金額（※1）
（一人当たり） 

8,471千円 8,351千円 8,948千円 8,977千円 

運営費負担金・交付

金決算額（※2） 
4,589百万円 4,546百万円 5,811百万円 5,267百万円 

経常収支比率 97.4% 94.7% 100.9% 116.4% 

医業収支比率 82.0% 79.3% 74.6% 82.8% 

自己収支比率 66.3% 63.7％ 57.6% 66.4% 

（※1）東京都からの受託事業（認知症支援推進センター、介護予防推進支援センター）を除いた金額 

（※2）令和２年度から特別運営費交付金（AI等を活用した認知症研究事業）を含む 

 

第３ 第三期中期目標期間の総括と今後の法人事業の在り方について 

 １ 所要の措置の必要性 

   第１及び第２のとおり、これまでの検討の結果を踏まえると、法人の業務内容、

組織構成、運営形態について、総体として適切かつ妥当なものと判断される。した

がって、法第３０条第１項の規定に基づく「所要の措置」を講ずる必要性は認めら

れない。 

 

 ２ 第四期中期目標期間に期待される取組 

急速な高齢化が進む中、都は、高齢者が人生１００年時代を元気に活躍し、心豊

かに暮らす東京を目指す「未来の東京」戦略を推進するため、「東京都高齢者保健

福祉計画」において、介護予防・フレイル予防と社会参加の推進、在宅療養の推進、

認知症施策の総合的な推進などを重点分野に掲げている。 

第四期中期目標期間においても、これまで培った技術・知見、病院と研究所が一

体化した法人である強みを生かし、高齢者が安心して暮らし続けることができる大

都市東京にふさわしい地域包括ケアシステムの構築に寄与するとともに、人生１０

０年時代を見据え、高齢者が健康な状態をより長く維持できるよう介護予防・フレ

イル予防や認知症との共生・予防など、健康寿命の延伸に寄与することが求められ

る。 

また、公的医療機関として、地域連携を一層推進するとともに、災害や感染症な

ど緊急事態への対応を強化すること、また、高齢者医療・研究の実績及び人材育成

のノウハウを活用し、都民・社会への還元や地域・次世代における質の高い専門人

材の育成の充実を図ることなどが求められる。 
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経営面においては、これらの業務を確実に遂行するために、更なる収支改善を図

るとともに、地方独立行政法人の特性を生かした機動的な経営判断及び弾力的な予

算執行を推進していくことが求められる。 

法人においては、今後とも医療・研究を取り巻く社会状況を踏まえ、東京都にお

ける高齢者医療及び研究の拠点として、その役割を着実に果たしていくことが期待

される。 



第三期中期目標期間における項目別評価結果及び主な取組実績

項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
30

R
1

R
2

R
3

三期見込

1 血管病
医療

○診療科間の連携強化を図り、患者を積極的に受け入
れる。
○高齢者の多様な症例に適切に対応し、高度かつ低侵
襲な医療を提供する。

○ハイブリット手術室を活用したステントグラフト内挿術や経カテー
テル的大動脈弁置換術（TAVI/TAVR）等の高度かつ低侵襲な医療を
提供
○急性大動脈スーパーネットワーク及び東京都CCUネットワークへ
の参画による急性期血管病患者の積極的な受入
○東京都脳卒中救急搬送体制に参画し、超急性期及び急性期の脳卒中
治療を脳卒中ケアユニット（SCU）において積極的に実施

A A A A A

2 高齢者
がん医療

○高齢者の生活の質の維持・向上に配慮し、高度かつ
低侵襲な医療を提供する。
○集学的ながん治療の提供体制を確保し、標準的治療
を提供するとともに、がん診療に関する相談体制の強
化、緩和ケアの充実等を図る。

○高度な技術を活用した正確かつ低侵襲な鑑別診断を推進したほか、
低侵襲な治療を推進
○化学療法や放射線治療等、手術以外のがん治療の着実な実施
○がん相談支援センターにおいて、院内外のがん患者や家族、地域住
民、医療機関等からの生活全般にわたる様々な相談に対応

A A A A A

3 認知症
医療

○病院と研究所の連携による診断法・治療法の開発な
どにより、認知症医療の進歩に貢献する。
○認知症疾患医療センターとして、高度な専門性や医
療体制を活かし、地域における認知症医療の体制強化
を推進する。
○身体疾患で入院する認知症症状を有する患者に対し、
院内の連携体制を確保することにより、認知症症状を
悪化させず、適切な医療を提供する。

○アルツハイマー型認知症との区別が困難な認知症疾患の鑑別に対し
技術開発を進めるなど、認知症の診断精度を向上
○認知症疾患医療センターとして、認知症疾患に関する専門医療相談
や研修を実施するとともに、認知症支援コーディネーターと連携し、
認知症の疑いのある高齢者に対するアウトリーチ活動を実施
○認知症評価シート（DASC-21）を原則、全入院患者に実施
○「もの忘れ外来」や「高齢者いきいき外来」において、認知症に関
する専門的医療を提供

A A A A A

4 生活機
能の維持・
回復のため
の医療

○複数疾患を抱える患者や重症度の高い患者を積極的
に受け入れ、適切な急性期医療を提供する。
○高齢者に特有な疾患に対応した専門医療を提供する。
○患者の身体機能・認知機能の低下を防ぎ、退院後の
生活も視野に入れた適切な急性期医療及び入退院支援
を提供する。
○法人が提供してきた「治し支える医療」を、高齢者
医療モデルとして確立し、その普及に取り組む。

○個々の患者の状態に応じた早期リハビリテーションの実施や多職種
で構成する栄養サポートチームによる経口摂取支援等を実施
○高齢者総合機能評価（CGA）及びフレイル評価に基づき、入院時
から退院後を見据えて個々の患者に適した退院支援を行い、早期退院
及び退院後の生活の質を確保、看護師の退院支援実践能力を向上
○「治し支える医療」を「高齢者医療モデル」として確立し、その普
及に取組

A A A A A

5 医療の
質の確保・
向上

○職員の専門性の向上、クリニカルパスの活用・検証、
外部評価の受審などにより、医療の質の確保・向上を
図る。
○医療の質を表す指標を明確にし、その指標に基づき
自らの医療を評価・検証し、継続的な改善に取り組む。

○専門看護師の合格者や認定看護師教育課程の修了者を出す等、看護
の質の向上に貢献できる人材を育成
○クリニカルパスの適用疾患の拡大に努めるとともに、DPCデータ
を用いて既存のクリニカルパスを分析・検証するなど、医療の標準化
と効率化を推進

B B B B B

（別紙）

【病院部門】



項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
30

R
1

R
2

R
3

三期見込

6 救急医療
○地域救急医療センター、二次救急医療機関としての
役割を堅持し、複数疾患を抱える患者や重症度の高い
患者の積極的な受入れに取り組む。

○二次救急医療機関及び東京都地域救急医療センターとして、地
域の医療機関と連携しながら、救急患者を受入れ
○東京都が運営する新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療養施
設の後方支援病院として急変患者の受入れに対応

A A A S A

7 地域連携
の推進

○患者の状況や治療法等の情報を地域の医療機関と共
有し、疾病の早期発見・早期治療を目指す。
○地域の医療機関や介護事業者、関係機関と連携し、
適切な入退院支援を行うなど、在宅療養を支える地域
の仕組みづくりに貢献する。
○隣接する特別養護老人ホームなど地域の介護施設や
関係機関と連携し、各施設の入所者に対して適切な医
療が提供されるよう支援する。
○災害拠点病院として、災害時の必要な運営体制を確
保する。

○連携医療機関等への定期的な訪問や、かかりつけ医紹介窓口の
運用等により逆紹介を推進するなど、地域連携を推進
○医療関係者向けのセミナーや臨床病理検討会の開催、連携医が
ＷＥＢを通じて検査を依頼できる地域医療連携システム
（C@RNAシステム）等の活用により、地域連携を強化
○高齢診療科を開設し、多職種により老年症候群に対する精査加
療、フレイル予防対策に取り組むとともに、地域の医療機関や訪
問看護師との連携を強化
○板橋区と締結した協定に基づき、医薬品及び資器材の保管管理
を継続した他、都や板橋区との防災行政無線の通信訓練を実施

B B B B B

8 医療安全
対策の徹底

○医療事故防止対策及び院内感染防止対策を確実に実
施するとともに、その効果を検証し、より有効な対策
を継続して実施する。
○医療法に基づく医療事故調査制度に対応する。

○医療安全管理委員会を中心として、標準的な医療から逸脱した
事例の収集や情報共有、分析を行うとともに、発生事例を基にし
た事例検討会を実施するなど、医療安全管理体制を更に強化
○転倒ハイリスク状態と評価された患者について、転倒転落カン
ファレンスシートで評価や対策を立案
○感染防止対策チーム（ICT）による病棟ラウンドの確実な実施
により感染防止対策を徹底するとともに、地域の医療機関と感染
防止対策連携カンファレンスを定期的に実施

B B B B B

9 患者中心
の医療の実
践・患者
サービスの
向上

○患者中心の医療を実践し、患者サービスの一層の向
上に取り組む。
○患者ニーズの把握等により、絶えずサービス内容を
検証し、一層の改善に取り組む。

○セカンドオピニオン外来について広報活動を行い、患者やその
家族が治療の選択・決定を医療者とともに主体的に行うことがで
きるよう支援
○オンライン面会やインターネット診療予約等のサービス開始な
ど、ご意見箱に寄せられた要望や患者満足度調査の結果を踏まえ
た改善策の検討

B B B B B



項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
30

R
1

R
2

R
3

三期見込

10 高齢者
に特有な疾
患と老年症
候群を克服
するための
研究

○血管病、高齢者がん、認知症など高齢者に特有
な疾患や、サルコペニア、フレイル等、高齢者特
有の臨床症状である老年症候群の克服に向けて、
研究を推進する。

○世界で初めて、老化細胞を誘導することで、膵臓がんの増殖と浸
潤を抑えることが可能であることを明らかにするとともに、老化細
胞死誘導薬の併用による画期的な治療法の可能性を示した
○咀嚼により大脳皮質の血流量が増加し、認知機能の向上などの作
用を果たすこと、また、咀嚼をイメージするだけでも同様の効果が
得られることを明示
○筋間質の間葉系前駆細胞の加齢変化がサルコペニア発症の一因と
なることを明示し、今後のサルコペニアの予防・治療法開発に貢献

A S S A S

11 高齢者
の地域での
生活を支え
る研究

○高齢者の社会参加の促進やフレイル予防に資す
る研究、認知症をはじめ疾患・障害を抱えた高齢
者を支えるための研究など、高齢者の地域での生
活を支える研究を推進する。

○大都市における認知症支援体制のモデル開発に向けて、住民や行
政との信頼関係の醸成、評価・検証等を実施
○全国高齢者パネル調査のデータを用いて、地域在住の日本人高齢
者全体のフレイル割合を初めて明示
○独居高齢者におけるリスク要因や、新型コロナウイルス感染症流
行下における社会的孤立について調査を実施
○レセプトデータを用いた分析により、介護保険施設における医療
専門職配置による再入院の予防効果等を明示
○東京都や自治体と連携し、「高齢者の健康づくりに資するスマー
トウォッチ等デジタル機器活用事業」を開始

A A A A A

12 老年学
研究におけ
るリーダー
シップの発
揮

○高齢者ブレインバンクの活用や国内外の研究機
関との更なるネットワークの強化等により、老年
学研究や医学の発展に貢献する。
○国内外の老年学関連学会において中心的な役割
を果たすなど、老年学研究におけるリーダーシッ
プを発揮する。

○高齢者ブレインバンクの新規登録を着実に進め、国内外の機関と
ネットワークを構築
○AI・ロボット技術などの社会実装に向けた研究開発において、
「認知症未来社会創造センター」や、日本医師会と連携した「AIホ
スピタルによる高度診断・治療システム」等のプロジェクトを開始
○国内外の学会に積極的に参加し、研究成果の発表を着実に実施

A A A A A

13 研究推
進のための
基盤強化と
成果の還元

○研究費獲得競争の激化等の課題に対応し、法人
の研究全般を推進するための基盤を強化する。
○法人外部の意見を活用するなど、研究成果の厳
正な評価を行い、より効率的・効果的な研究活動
を推進する。
○特許等の取得に努めるとともに、その意義・有
用性を積極的に広報し、使用許諾を促進する。
○公的研究機関として、多様な機会を通じて研究
内容及び研究成果を公表するとともに、研究成果
のより一層の普及・還元を行う。

○研究支援組織「健康長寿イノベーションセンター(HAIC)」を立ち
上げ、特許新規申請件数等の増加につなげるとともに、ワンストッ
プ窓口を新設し、研究立案の早期から契約相談を受け付け、秘密情
報や研究成果の保護などの体制を整備
○外部評価委員会を通じて各研究成果や実現可能性等の評価を受け
ることで、より効率的・効果的な研究活動を推進し、外部資金獲得
金額の実績を増加
○厚生労働大臣の認定を受けた臨床研究審査委員会を設置、都立病
院等からも審査業務を受託するなど、臨床研究に対する信頼を確保
○定期的な講演会の開催や研究所NEWSの発行、プレス発表や動画
配信等により、研究所の研究成果や取組について都民へ普及

A S S A S

【研究部門】



項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
30

R
1

R
2

R
3

三期見込

14 医療と
研究が一体
となった取
組の推進

○臨床研究及び病院と研究所の共同研究を一層推進
し、研究成果の臨床応用、実用化へつなげる取組を
推進する。
○認知症高齢者とその家族の地域生活を支えるため、
病院、研究所で培った知見等を生かした支援の推進
に向けた取組を強化し、都の認知症施策に貢献する。
○高齢者が心身の健康を維持し地域での生活を継続
できるようにするため、病院、研究所で培った知見
等を生かした介護予防の推進、健康の維持・増進に
向けた取組を強化し、都の介護予防施策に貢献する。

○HAICを中心として新たな治療法や実用化が見込まれる研究を重点
支援するとともに、老年学・老年医学に係る研究成果の創出を支援
○認知症サポート医や看護師等を対象とした研修を実施するほか、
区市町村への研修実施、活動支援を実施
○「認知症未来社会創造センター(IRIDE)」において、センターが保
有するビッグデータを活用した認知症研究のプラットフォーム
「TOKYO健康長寿DB」の構築や、AIによる認知症診断支援システ
ム等の開発に関する研究等を実施
○東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター事業として、普
及啓発や人材育成を促進するとともに、フレイル外来において地域
の総合的なフレイル対策を実施し、都の介護予防施策に貢献

A A A A A

【経営部門】

項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
30

R
1

R
2

R
3

三期見込

15 高齢者
の医療と介
護を支える
専門人材の
育成

○高齢者の医療・介護を支える身近な地域の専門
人材の育成を引き続き推進する。
○高齢者の医療・介護を支える専門人材の育成を
推進する。
○次代の高齢者医療・介護を担う専門人材や研究
者の育成に取組、法人が有する高度な技術、正か
等を継承する。

○センターの認定看護師・専門看護師による意見交換会の開催や専門
相談窓口での相談受付を通して、地域の訪問看護師との連携を強化し、
高齢者の在宅医療を支える人材の育成に貢献
○医師や研究員の大学等へ派遣、医学生、研修医を対象とした高齢医
学セミナーの開催、連携大学院、他大学等からの学生の受け入れ等を
通して、次世代の高齢者医療・研究を担う人材の育成に貢献

B B B B B

16 地方独
立行政法人
の特性を活
かした業務
の改善・効
率化

○地方独立行政法人として自律性を発揮し、効率
的、効果的に業務を推進する。
○質の高い医療・研究を継続的に行うため、法人
固有職員の計画的な採用を行う。
○優れた人材の確保・定着や職員の専門性向上に
つながる取組を実施する。
○都民、関係期間に対する情報発信力を強化する。

○医療情報戦略課を中心に、診療情報や財務情報等のデータに基づく
経営分析を行い、診療報酬改定等を踏まえた経営戦略の検討を実施
○職員提案による新型コロナウイルス感染症拡大防止やコロナ禍での
経営改善に向けた取組を実施
○インターネット予約サービスの開始や医師事務作業補助者の積極的
な活用により、患者サービスの向上、業務の効率化を推進

B B A B B

17 適切な
法人運営を
行うための
体制の強化

○法人内の各組織の権限・意思決定プロセスの明
確化、業務監査の実施による内部監査体制の強化
など、内部統制を着実に実施する。
○法人運営の透明性・健全性を確保するため、外
部の専門家等の意見を活用するとともに、業務実
績や経営情報など、積極的な情報公開に努める。
○法令及び行動規範の遵守、倫理の徹底を図る。

○法人の業務活動全般にわたって内部監査を行うとともに、監事、会
計監査人と連携し、指摘事項や改善事項に適切に対応
○全職員を対象に、医療法をはじめとする関係法令や高齢者医療及び
研究に携わる者の行動規範と倫理に係るコンプライアンス研修を実施
○保険指導の専門家により、職員に対するカルテ記載内容の突合作業
訓練を実施するなど、適切な保険請求に向けた取組を強化

B B B B B



項目 第三期中期目標（概要） 主な取組実績
業務実績評価

H
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R
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R
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R
3

三期見込

18 収入の
確保

○患者の積極的な受入れ、適切な未収金対策、診
療報酬改定への着実な対応等により医業収入を確
保する。
○競争的研究費や共同研究費、受託事業費など外
部研究資金を獲得するとともに、研究成果の実用
化に向けた取組の促進や、知的財産の積極的な活
用を図る。

○診療報酬改定に伴うクリニカルパスの見直しや病床の一元管理等
を通じて救急患者の積極的な受入れや新規入院患者を確保
○新たな施設基準の取得のほか、施設基準等管理部会を新設し、施
設基準に関する要件等を組織的かつ定期的に確認
○文部科学省や厚生労働省などの競争的資金への応募や共同研究・
受託研究の推進により、外部研究資金を積極的に獲得
○研究成果の実用化に向けた「職務発明審査会」を開催し、新規特
許出願を増加

B B B A B

19 コスト
管理の体制
強化

○電子カルテデータやDPCデータなど、各種デー
タ等を用いた経営状況の分析を行う。
○病院、研究所における部門ごとに、費用対効果
の改善に向けた目標を設定し、進行管理を行う。
○病院における部門ごとに、原価計算を行い、収
支管理に活用する。

○診療材料及び医薬品について、ベンチマークシステムを活用し納
入業者と価格交渉を行い材料費等を抑制、大型の委託契約について
業務内容の見直しを進め、委託費用のコスト管理を推進
○各診療科に収支指標を継続発信するとともに、経営戦略会議にお
いて法人の経営実績や課題を共有、コスト管理や収益性の意識向上
○各科ヒアリングを通じて各診療科が収支改善へ行動目標を作成し、
収益の改善に向けた取組を推進

B B A A A

20 法人運
営における
リスク管理
の強化

○個人情報の適切な管理を行い、事故防止対策を
確実に実施する。
○業務運営上必要な情報を適切に管理・共有し、
組織的なリスクマネジメントを徹底する。
○健全な営業活動を確保するため、職員の健康管
理及び安全な職場環境の確保に取り組む。
○災害や新型インフルエンザの発生等の非常時を
想定し、法人内の危機管理体制を一層強化する。

○情報セキュリティ・個人情報保護合同研修をe-ラーニング形式に
するとともに、研修内容を振り返ることができる環境を整備し、受
講率100%を達成
○職員の健康管理及び安全な職場環境の確保のため、ストレス
チェックやハラスメント防止対策等を継続実施
○令和2年度以降の新型コロナウイルス感染症の流行下において、
機動的な経営判断や弾力的な予算執行をより一層推進することで、
病院と研究所の連携によるPCR検査体制を迅速に整備し、法人事業
を継続
○新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関及び新型コロナ疑い
救急患者の東京ルール参画医療機関として、受入専用病床を確保す
るとともに、公的医療機関として都の設置する宿泊療養施設やワク
チン大規模接種会場等にセンターの看護師・薬剤師・臨床工学技士
を派遣

B B A A A


